
 

 

大型連休中の水道の使用開始・中止の受付について 

 

 

○水道の使用開始と中止について、４月２６日（土）から５月６日（火） 

までは下記のとおりとなります。 

 

 

この期間中に水道の使用、中止を予定している場合は、前もって開

栓・閉栓をしておく必要があります。大型連休のためお申し込みが集中

することから、４月２１日（月）までにお手続きをお願いします。 

届出は、水生活課窓口、またはＦＡＸ（０４９３－５４－５１４７）

で行えます。 

 

 

水道・下水道 使用開始届 PDF 

水道・下水道 使用中止届  PDF 

 

 

○宅内の漏水について 

 水道メーターより宅地内側の漏水は吉見町給水装置工事事業者に依

頼してください。漏水修理は個人の負担となります。 

 

 吉見町指定給水装置工事事業者一覧 PDF 

 

 

お問い合わせ先 

水生活課 水道業務係 ０４９３－５４－１５４５ 
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